
 
公 示 

 

公示第９号  
 

準特定地域における期間限定減車にかかる東北３県の対象地域の

指定等について 
 
 
平成２３年５月１９日付け国自旅第６４号通達「準特定地域における期間限定減車 
の取扱いについて」記１（１）、（２）に基づき、下記のとおり公示する。  
 
 

平成２３年５月２０日 
 
 

東北運輸局長 清 谷 伸 吾 
 
 

記  
 
１．対象地域として指定する東北３県の準特定地域  
 

県 別 準  特  定  地  域  

岩 手 県 
盛岡交通圏  

一関交通圏  

宮 城 県 仙 台 市 

福 島 県 

福島交通圏  

郡山交通圏  

会津交通圏  

い わ き 市 

 
 
２．期間限定減車の適用期間  

平成２３年５月２０日から令和６年１月３１日まで  
  



附 則  
 本件公示は、平成２３年５月２０日から適用する。  
 
附 則（平成２４年３月２３日付け公示第７３号）  
 本件公示は、平成２４年３月２３日から適用する。  
 
附 則（平成２５年３月１４日付け公示第７９号）  
 本件公示は、平成２５年３月１４日から適用する。  
 
附 則（平成２６年１月２７日付け公示第９８号）  
 本件公示は、平成２６年１月２７日から適用する。  
 
附 則（平成２７年３月１６日付け公示第６７号）  
 本件公示は、平成２７年３月１６日から適用する。  
 
附 則（平成２８年７月１２日付け公示第２５号）  
 本件公示は、平成２８年７月１２日から適用する。  
 
附 則（平成２８年１０月３日付け公示第４７号）  
 本件公示は、平成２８年１０月１日から適用する。  
 
附 則（平成２９年７月１２日付け公示第２３号）  
 本件公示は、平成２９年７月１２日から適用する。  
 
附 則（平成３０年７月２７日付け公示第２９号）  
 本件公示は、平成３０年７月２７日から適用する。  
 
附 則（平成３０年１０月１日付け公示第４４号）  
 本件公示は、平成３０年１０月１日から適用する。  
 
附 則（令和元年７月３１日付け公示第２２号）  
 本件公示は、令和元年７月３１日から適用する。  
 
附 則（令和２年７月２９日付け公示第２５号）  
 本件公示は、令和２年７月２９日から適用する。  
 
附 則（令和３年６月１日付け公示第２７号）  
 本件公示は、令和３年６月１日から適用する。  
 
附 則（令和３年７月１９日付け公示第４１号）  

本件公示は、令和３年７月１９日から適用する。  
 
附 則（令和４年７月２９日付け公示第３３号）  

本件公示は、令和４年７月２９日から適用する。  
 
附 則（令和５年７月３１日付け公示第５７号）  

本件公示は、令和５年７月３１日から適用する。  
 


